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第３回定例会の
主な日程

今
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た

議
案
な
ど

※
意
見
書
お
よ
び
請
願
の
全
文
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す

議
員　

本
県
財
政
は
楽
観
的
状
況
に

は
な
い
も
の
の
、
本
県
が
飛
躍
す
る

た
め
の
必
要
な
事
業
に
は
、
積
極
果

敢
に
挑
戦
し
、
投
資
も
し
て
、
将
来

に
つ
な
が
る
好
循
環
を
生
み
出
す
政

策
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
発
表
さ
れ

る
新
た
な
県
総
合
計
画
に
反
映
さ
れ

る
と
期
待
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な
夢

を
描
き
、
理
念
を
込
め
て
計
画
を
策

定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

知
事　

県
民
の
皆
様
が
現
状
に
満
足

す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
叶
え
た
い

夢
に
向
か
っ
て
挑
戦
し
続
け
ら
れ
る

よ
う
な
県
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。
新
た
な
県
総
合

計
画
に
お
い
て
も
、「
豊
か
さ
」「
安

心
安
全
」「
人
財
育
成
」「
夢
・
希
望
」

の
四
つ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
方
向
性
を

し
っ
か
り
と
位
置
付
け
、
本
県
の
飛

躍
に
必
要
な
施
策
を
積
極
的
に
盛
り

込
ん
で
い
き
た
い
。

議
員　

公
文
書
は
、
単
に
記
録
を
残

す
だ
け
で
な
く
、
行
政
活
動
の
足
跡

を
後
世
に
伝
え
る
役
目
を
担
っ
て
お

り
、
そ
の
収
集
・
整
理
・
保
管
は
重

要
で
あ
る
。
公
文
書
の
整
理
保
存
へ

の
対
応
と
公
文
書
館
設
置
に
つ
い
て

の
所
見
は
。

知
事　

公
文
書
の
適
切
な
管
理
は
、

将
来
の
県
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を

全
う
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。

文
書
改
ざ
ん
防
止
な
ど
の
効
果
が
期

待
さ
れ
る
電
子
決
裁
の
推
進
な
ど
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
県
立
歴
史
館

が
本
県
に
お
け
る
公
文
書
館
と
し
て

の
機
能
を
担
う
こ
と
と
し
、
歴
史
公

文
書
な
ど
の
管
理
に
関
す
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
。

議
員　

住
宅
侵
入
窃
盗
や
自
動
車
盗
、

ニ
セ
電
話
詐
欺
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
犯

罪
か
ら
地
域
を
守
る
と
い
う
意
識
を

醸
成
し
、
県
民
挙
げ
て
犯
罪
防
止
の

取
り
組
み
を
推
進
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
今
後
の
取
り
組
み
は
。

警
察
本
部
長　

犯
罪
の
発
生
状
況
に

つ
い
て
の
情
報
提
供
な
ど
広
報
啓
発

に
努
め
て
い
く
。

議
員　

精
神
障
害
者
は
、
障
害
年
金

一
級
の
受
給
者
の
み
が
医
療
費
助
成

制
度
（
マ
ル
福
制
度
）
の
対
象
で
、

重
度
の
手
帳
保
持
者
は
対
象
外
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
手
帳
取
得
の
促
進

を
図
る
観
点
か
ら
マ
ル
福
制
度
を
拡

充
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
所
見
は
。

知
事　

重
度
の
障
害
を
有
し
な
が
ら
、

障
害
年
金
を
受
給
で
き
ず
に
マ
ル
福

制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
精
神
障
害

者
の
方
も
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
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一括方式

公
文
書
の
保
存
管
理

犯
罪
多
発
地
域
茨
城
県
の

課
題
と
取
り
組
み

に
努
め
る
ほ
か
、
市
町
村
が
設
置
す

る
街
頭
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
費
用
の

一
部
助
成
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
の
自
主
防
犯
活
動
に
対
す
る
支
援

と
し
て
警
察
官
と
の
合
同
パ
ト
ロ
ー

ル
の
実
施
な
ど
、
犯
罪
防
止
に
向
け

各
種
対
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
。

議
員　

新
た
な
物
流
や
経
済
と
産
業

の
核
と
な
る
地
域
を
創
り
、
本
県
産

業
の
発
展
と
交
流
人
口
の
増
加
に
つ

な
が
る
県
内
の
高
速
道
路
と
、
県
北

地
域
高
規
格
道
路
を
は
じ
め
と
す
る

県
北
地
域
の
広
域
的
な
道
路
イ
ン
フ

ラ
整
備
の
見
通
し
は
。

知
事　

県
内
の
高
速
道
路
に
つ
い
て

は
、
整
備
が
完
了
し
て
い
な
い
首
都

圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
お
よ
び
東
関

東
自
動
車
道
水
戸
線
の
一
日
も
早
い

完
成
に
向
け
、
引
き
続
き
国
な
ど
に

強
く
働
き
掛
け
て
い
く
。
ま
た
、
茨

城
港
常
陸
那
珂
港
区
と
県
北
内
陸
部

を
結
ぶ
規
格
の
高
い
道
路
に
つ
い
て
、

国
道
二
四
五
号
か
ら
国
道
六
号
の
区

間
の
事
業
化
に
必
要
な
調
査
費
を
補

正
予
算
に
計
上
す
る
な
ど
、
今
後
と

も
県
北
地
域
の
国
県
道
の
整
備
を
着

実
に
進
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

県
内
の
高
速
道
路
と
県
北
地
域
の

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
見
通
し

 

議
員
提
出

◆
条
例
の
制
定

○
茨
城
県
手
話
言
語
の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
条
例

◆
意
見
書

○
教
職
員
定
数
改
善
及
び
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
堅
持
を
求
め
る
意
見
書

知
事
提
出

◆
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算

ほ
か
四
件

◆
条
例
の
制
定

○
茨
城
県
地
方
創
生
拠
点
整
備
基
金
条
例

◆
条
例
の
一
部
改
正

○
茨
城
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

ほ
か
七
件

◆
人
事

○
公
害
審
査
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

◆
そ
の
他

○
県
が
行
う
建
設
事
業
等
に
対
す
る
市

の
負
担
額
に
つ
い
て

ほ
か
五
件

◆
報
告

○
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
専
決
処
分
に
つ
い
て

 

請
願

○
精
神
障
害
者
に
対
す
る
医
療
福
祉
費

支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
の
拡
充
等
に

関
す
る
請
願

○
教
職
員
定
数
改
善
と
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
堅
持
の
た
め
の
政
府
予

算
に
か
か
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る

請
願

ら
、
認
定
要
件
に
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
一
級
保
持
者
を
新
た
に

加
え
る
よ
う
、
制
度
の
実
施
主
体
で

あ
る
市
町
村
に
働
き
掛
け
を
行
い
、

平
成
三
十
一
年
四
月
か
ら
の
実
現
に

向
け
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
。

（
ほ
か
に
、
農
業
・
水
産
業
の
新
た

な
取
り
組
み
や
質
の
高
い
雇
用
の
創

出
と
多
様
な
働
き
方
の
実
現
な
ど
も

質
問
）

新
た
な
県
総
合
計
画
の
考
え
方

精
神
障
害
者
へ
の
障
害
者
手
帳

交
付
の
課
題

　

手
話
を
使
い
生
活
を
営
む
方
も
そ
う
で
な
い
方
も
互
い
に
理
解
し
合
い
、
差
別

の
な
い
、
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
手
話
を
広

く
県
民
に
普
及
す
る
と
と
も
に
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
を
整
備
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
の
下
、
こ
の
条
例
で
は
、

手
話
の
普
及
な
ど
に
関
し
て
基
本
理
念
を
定

め
、
県
の
責
務
や
県
民
な
ど
の
役
割
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の
施
策
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
十
月
二
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
県
の
議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例
は
、

今
回
で
十
五
件
目
と
な
り
ま
す
。
県
議
会
で

は
今
後
と
も
、
議
会
の
政
策
立
案
機
能
を
強

化
し
て
ま
い
り
ま
す
。

議
員
提
案
に
よ
り
﹁
茨
城
県
手
話
言
語
の
普
及
の

促
進
に
関
す
る
条
例
﹂
を
制
定
し
ま
し
た

ことば ※【代表質問】…会派を代表して行う質問を代表質問といいます。茨城県議会の場合には、４人以上の会派が代表質問を行うことができます。なお、議員個人の立場で行う質問を一般質問といいます。

提案説明を行う森田悦男議員

精神障害者に医療費助成制度の拡充を

９
月
５
日︵
水
︶

　

福ふ
く
ち地　

源げ
ん
い
ち
ろ
う

一
郎
︵
い
ば
ら
き
自
民
党
︶

　

長は
せ
が
わ

谷
川　

修
し
ゅ
う
へ
い平

︵
県
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
︶

９
月
６
日︵
木
︶

　

臼う
す
い井　

平へ
い
は
ち
ろ
う

八
郎
︵
自
民
県
政
ク
ラ
ブ
︶

　

井い

で手　
　

義よ
し
ひ
ろ弘

︵
公　
　

明　
　

党
︶

●
質
問
者

代表質問※（要旨）

　平成30年第3回定例会は、以下の会
期日程で開催されました。

■８月31日（金）　 本　　会　　議
（開会、知事提出議案説明）

■９月５日（水）　 本　　会　　議

　　　６日（木）  （代表質問・質疑）

■９月７日（金）

　　　10日（月）  
（一般質問・質疑）　　　11日（火）

　　　12日（水）

■９月14日（金）　 常 任 委 員 会

■９月19日（水）　 本　　会　　議
（予算関係議案常任委員長報告など）

■９月20日（木）　 決算特別委員会　

■９月21日（金）　 予算特別委員会 

■９月25日（火）  新しい茨城づくり調査特別委員会

■９月26日（水）

■９月27日（木）　 本　　会　　議
（委員長報告、採決、閉会）

}

} 本　　会　　議

国体・障害者スポーツ大会
推進調査特別委員会


